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令和８年４月第１９９回定例  農業委員会総会議事録 

 

令和８年４月１０日（金） 

３階 特別会議室１ 

 

 

日 程 

 

     第１  会議録署名委員の指名 

 

第２  議案上程 

 

 

 

議第７８４号   農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議題７８５号   農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議第７８６号   農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

 

 

 

 

 

報告第４７８号  農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の受理について 

報告第４７９号  農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の受理について 

報告第４８０号  その他の専決報告について 
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開会 午前９時３０分 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 委員の皆様ご苦労様です。 

 それでは早速ですが定刻となりましたので、令和８年４月第１９９回

定例総会の開会をお願い致します。 

また、会議規則第５条の規程により会長が議長となりますので

●●会長よろしくお願いします。 

 

本日は、お忙しいところ、ご参集をいただきご苦労さまです。 

 

それでは、近江八幡市農業委員会会議規則に則り進行させていた

だきたいと思います。 

本日の現在出席委員 ２３名、遅参の届出 １名（ １５番●●●●

委員）より、会議規則第４条第２項による遅参の届出がでておりま

す。 

会議規則第６条により、委員の過半数が出席しておりますので、 

４月総会が成立していることを報告いたします。 

それでは、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基

づき、令和８年４月第１９９回定例総会を、ただ今から開催します。 

 

先ず、日程第１ 会議録の署名委員の指名ですが、 

    １番●●●●委員 

    ２番●●●●委員のご両名を指名しますのでよろしくお願い

します。 

 

次に、日程第２ 議案の上程に入ります。 

議第 ７８４ 号 農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許

可をすることについてを議題といたします。事務局の議案説明を求

めます。 

 

 議第７８４号、農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、を議案朗読及び説明させていただきま

す。 

 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の

決定を求める。令和８年４月１０日提出、近江八幡市農業委員会
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会長、●●●●。 

 番号１、土地の所在地、古川町●●番、登記地目、現況地目と

も畑、登記面積306㎡、世帯の経営面積、渡人6.0アール、受人2.

4アールで今回の申請面積を合わせますと5.5アールとなります。

渡人につきましては、古川町●●番地、●●●●、受人につきま

しては、古川町●●番地、●●●●、契約内容は売買、譲渡理由

につきましては、管理困難、譲受理由につきましては、相手方の

要望、耕作便利ということで隣接する農地と一体利用されます。 

 番号２、土地の所在地、日吉野町●●番、登記地目、田、現況

地目、畑、登記面積42㎡、世帯の経営面積、渡人155.6アール、

受人2.5アールで今回の申請面積を合わせますと2.9アールとな

ります。渡人につきましては、日吉野町●●番地●、●●●●、

受人につきましては、日吉野町●●番地、●●●●、契約内容は

贈与、譲渡人につきましては、耕作不便、譲受理由につきまして

は、家庭菜園として利用でございます。 

 番号３、土地の所在地、西本郷町●●番、登記地目、現況地目

とも田、登記面積2,280㎡、同じく西本郷町●●番、登記地目、

現況地目とも田、登記面積2,076㎡、野田町●●番、登記地目、

現況地目とも田、登記面積1,245㎡、世帯の経営面積、渡人57.

1アール、受人57.1アールで同一世帯であるため経営面積に変更

はありません。渡人につきましては、西本郷町●●番地、●●●

●、受人につきましては、西本郷町●●番地、●●●●、契約内

容は親子間の贈与、譲渡理由につきましては、高齢のため、譲受

理由につきましては、相手方の要望でございます。 

 番号４、土地の所在地、西宿町●●番、登記地目、現況地目と

も畑、登記面積122㎡、同じく西宿町●●番、登記地目、現況地

目とも畑、登記面積356㎡、世帯の経営面積、渡人5.7アール、

受人278.4アールで今回の申請面積を合わせますと283.2アー

ルとなります。渡人につきましては、上田町●●番地、●●●●、

受人につきましては、金剛寺町●●番地●、●●●●、契約内容

は売買、譲渡理由につきましては、管理困難、譲受理由につきま

しては、規模拡大、隣接農地と一体利用ということで、西宿町の

細かい畑が集まっている一体を●●さんが購入をされていて栗園

をされるという申請でございまして、先般の農地部会で栗の進捗

具合はどうなっているかということで委員の皆様から質問がござ
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いましたので、●●さんに確認をさせていただきました。昨日か

ら作業を始められております。草刈りや雑木の処理をされており

まして、こちらについては画面に写真を出させていただきます。

昨日から草刈り、雑木処理を始められまして、この後整地、転圧

をされて今月中には植え付けをされるということで伺っていま

す。栗の本数に関しては５０本栽培されるということで計画をい

ただいております。 

 番号５、土地の所在地、安土町下豊浦●●番●、登記地目、現

況地目とも田、登記面積618㎡、同じく安土町下豊浦●●番●、

登記地目、現況地目とも田、登記面積824㎡、安土町下豊浦●●

番●●、登記地目、現況地目とも田、登記面積191㎡、世帯の経

営面積、渡人19.6アール、受人168.2アールで今回の申請面積を

合わせますと184.5アールとなります。渡人につきましては、東

京都文京区千石●丁目●●番●●●●号、●●●●、受人につき

ましては、安土町下豊浦●●番地、●●●●、契約内容は売買、

譲渡理由につきましては、管理困難、譲受理由につきましては、

相手方の要望、従来より耕作でございます。 

 番号６、土地の所在地、浅小井町●●番●、登記地目、現況地

目とも畑、登記面積29㎡、世帯の経営面積、渡人0.3アール、受

人4.5アールで今回の申請面積を合わせますと4.8アールとなり

ます。渡人につきましては、浅小井町●●番地、●●●●、受人

につきましては、浅小井町●●番地、●●●●、契約内容は贈与、

譲渡理由につきましては、管理困難、譲受理由につきましては、

相手方の要望で自宅の隣で家庭菜園をされます。 

 番号７、土地の所在地、西庄町●●番●、登記地目、現況地目

とも畑、登記面積178㎡、世帯の経営面積、渡人4.8アール、受

人0アールで今回の申請面積1.8アールとなります。渡人につきま

しては、西庄町●●番地●、●●●●、受人につきましては、玉

木町●丁目●番地、●●●●、契約内容は売買、譲渡理由につき

ましては、規模縮小、譲受理由につきましては、家庭菜園として

利用でございます。 

以上の農地法第３条第１項の案件全てにつきまして、「農地法

第３条審査書」に基づき、農地法第３条第２項第１号のいわゆる

全部効率要件、農地法第３条第２項第４号の常時従事要件、農地

法第３条第２項第６号の周辺地域との調和条件（及び農地法第３
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

条３項）に照らし許可しうるものと判断し、議案とさせていただ

きました。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

 ありがとうございました。 

 議題といたしました案件の中で、追加及び補足説明等がございま

したら、発言をお願いします。 

 

   （特になしの声） 

 

（特に補足説明もないようですので、）皆様にお伺いします。 

 質問や意見はございませんか。 

 

   （特になしの声） 

 

 質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

議第 ７８４ 号 農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可

をすることについてを原案どおり許可することに異議ございません

か。 

  

  （異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、原案どおり許可することに決定いたします。 

 

それでは次に、議第 ７８５ 号、農地法第４条第１項の規定による

申請に対し、許可をすることについて、及び、議第 ７８６ 号、農地法

第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについてを、

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

 議第７８５号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、を議案朗読及び説明させていただきま

す。農地法第４条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会

の決定を求める。令和８年４月１０日提出、近江八幡市農業委員

会会長、●●●●。 

 番号１、土地の所在地、日吉野町●●番●、登記地目、田、現
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況地目、宅地、申請面積99㎡、申請人につきましては、日吉野町

●●番地、●●●●、申請地は、日吉野町の集落内の農地で、宅

地が連たんしている区域にありますことから農振白地の第３種農

地と判断をいたしました。転用目的は、車庫兼倉庫で、現地は昭

和５５年頃に造成され、倉庫等として利用されていました。今回、

農地法第3条を申請するにあたり、当該地が転用許可を得ていな

いことが判明したため、申請されたものです。てん末案件ではご

ざいますが、立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいた

しました。 

 番号２、土地の所在地、若宮町●●番●、登記地目、田、現況

地目、宅地、申請面積1,034㎡、同じく若宮町●●番●、登記地

目、田、現況地目、宅地、申請面積14㎡、申請人につきましては、

若宮町●●番地●、●●●●、申請地は、若宮町の集落内の農地

で、宅地が連たんしている区域にありますことから農振白地の第

３種農地と判断をいたしました。転用目的は、一般住宅及び倉庫

で、現地は昭和４０年頃に造成され、住宅・倉庫として既に利用

されています。今回、住宅を新築するにあたり土地を調べたとこ

ろ、転用許可を得ていないことが判明したため、申請されたもの

です。てん末案件ではございますが、立地基準上やむを得ず許可

できるものと判断をいたしました。 

 続きまして、議第７８６号、農地法第５条第１項の規定による

申請に対し、許可をすることについて、を議案朗読及び説明させ

ていただきます。 

 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の

決定を求める。令和８年４月１０日提出、近江八幡市農業員会会

長、●●●●。 

 番号１、土地の所在地、長光寺町●●番●、登記地目、現況地

目とも田、申請面積858㎡、同じく長光寺町●●番●、登記地目、

山林、現況地目、田、申請面積792㎡、同じく長光寺町●●番●、

登記地目、原野、現況地目、田、申請面積458㎡、渡人につきま

しては、末広町●●番地、●●●●、受人につきましては、西生

来町●●番地、株式会社●●●●、代表取締役、●●●●、申請

地は、長光寺町地先の農地で、近江鉄道平田駅からおおむね６５

０m程度の距離にあり、周辺の状況から見て市街地化することが

見込まれることから、農振白地の第２種農地と判断をいたしまし
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議 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

た。契約内容は売買です。転用目的は、露天資材置場で、申請地

南東の受人の資材置場が手狭となったことから、隣接に拡張され、

一体利用されるものです。立地基準上やむを得ず許可できるもの

と判断をいたしました。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

議第 ７８５ 号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許

可をすることについて、及び、議第 ７８６ 号、農地法第５条第１項の

規定による申請に対し、許可をすることについては、現地踏査を行

っていただいておりますので、その報告を求めます。 

結果報告を、 １８番●●●●委員、よろしくお願いします。 

 

 ３月３１日に、議第 ７８５ 号、農地法第４条第１項の規定に

よる申請に対し、許可をすることについて、及び、議第７８６ 

号、農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をするこ

とについて、８番●●●●副会長、１４番●●●●委員と私、及

び事務局職員で現地踏査を行い、協議した結果を報告します。 

初めに、農地法第4条の案件について、報告させていただきま

す。 

全て、てん末案件であり、事務局から説明がありましたとおり、

問題ないと考えます。 

次に、農地法第５条の案件について、報告させていただきます。 

番号１の案件です。 

隣接農地との境界には、コンクリートブロックを設置し、土砂

の流出を防ぎます。また、雨水排水については、隣接の資材置場

と同様に地下浸透で処理されることから、周辺農地への影響は無

いと考えます。 

第４条許可申請２件、第５条許可申請１件、計３件の案件につ

いて、全て立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたし

ました。以上、現地踏査 結果報告を終わります。 

 

ご苦労さまでした。ただ今の案件で質問や意見はございません

か。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （特になしの声） 

 

質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

ただ今の現地踏査の説明のとおり、原案どおり許可相当とするこ

とにご異議ございませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、提案どおり許可相当とすることに認めます。 

 

それでは、次に報告第 ４７８ 号 農地法第４条第１項第７号の規

定による農地転用届出の受理について、及び、報告第 ４７９ 号 農

地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の受理につい

て、及び、報告第 ４８０ 号 その他の専決報告について、事務局の

説明を求めます。 

 

 報告第４７８号、農地法第４条第１項第７号の規定による農地

転用届出の受理について、を報告させていただきます。農地法第

４条第１項第７号の規定に基づき同法施行令第３条の規定によ

り、次のとおり会長あて届出があり、受理したので報告する。令

和８年４月１０日、近江八幡市農業委員会事務局長。 

 番号１、土地の表示、縄手町中●●番、畑、115㎡、八幡町●

●番●、畑、195㎡、八幡町●●番●、畑、49㎡、八幡町●●

番、畑、109㎡、受理日及び受理番号、令和８年３月２７日、４

０９番、届出人につきましては、縄手町末●●番地、●●●●、

理由につきましては、住宅用地でございます。 

 続きまして、報告第４７９号、農地法第５条第１項の規定によ

る農地転用届出の受理について、を報告させていただきます。 

 農地法第５条第１項第６号の規定に基づき同法施行令第１０条

の規定により、次のとおり会長あて届出があり、受理したので報

告する。令和８年４月１０日、近江八幡市農業委員会事務局長。 

 番号１、土地の表示、上野町●●番、山林、農地台帳では現況

が畑で登録されています。363㎡、受理日及び受理番号、令和８

年３月１７日、５１５番、渡人につきましては、福井県南条郡南
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議 長 

 

 

越前町牧谷●●号●番地の●●、●●●●、受人につきましては、

鷹飼町北●丁目●●番地●、●●●●、理由につきましては、一

般住宅、区分につきましては、売買でございます。 

 続きまして、報告第４８０号、その他の専決報告について、次

のとおり報告する。令和８年４月１０日、近江八幡市農業委員会

事務局長。 

 １、農地法第１８条第６項の規定に基づく賃貸借契約の合意解

約通知の受理について、今回は全て賃貸借契約解除で１１件ござ

いました。主に耕作者の変更に伴う解約です。 

 ２、農地法施行規則第５３条第１項第１２号、電気事業者が送

電用電気工作物等を設置する場合に基づく協議について、目的に

ついては、電気事業者の行う特別高圧送電線鉄塔、支持物立替の

ための進入路の一時転用でございます。契約内容は賃貸借、番号

１、安養寺町●●番の一部、田、2,913㎡の内1,249.97㎡、貸

人につきましては、安養寺町●●番地、●●●●、借人につきま

しては、大津市におの浜●－●—●●、●●●●株式会社、滋賀

本部、本部長、●●●●、番号２、安土町石寺●●番●、畑、50

5㎡、貸人につきましては、安土町石寺●●番地、●●●●、代

表役員、●●●●、借人につきましては、大津市におの浜●－●

—●●、●●●●株式会社、滋賀本部、本部長、●●●●でござ

います。 

 ３、公共工事における一時転用について、こちらについては、

国、県、指定市町村が行う事業、学校、社会福祉施設、病院、庁

舎を除くについては、許可不要となりますが、協議をいただいて

おります。 

 今回は、武佐老蘇線連絡道路整備事業における農地の一時転用

について、協議者、近江八幡市都市整備部土木課長、協議地につ

きましては、西生来町●●番●、田、1,057㎡、目的、道路整備

における表土の仮置きで、期間については、令和８年３月から令

和９年３月まででございます。 

 以上報告とさせていただきます。 

 

ただ今の、報告第 ４７８ 号 農地法第４条第１項第７号の規定に

よる農地転用届出の受理について、及び、報告第 ４７９ 号農地法

第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の受理について、及
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委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

び、報告第 ４８０ 号 その他の専決報告について、質問等はござい

ませんか。 

 

 （特になしの声） 

 

 それでは、質問や意見等もないようであります。これらは報告案件

でございますので、了解いただきたいと存じます。 

 

 以上で本日の総会日程は終了しました。 

 これをもちまして第 １9９ 回定例農業委員会総会を閉会します。 

  

 

 

閉会  午前１０時５分 

 

 

 

 

 

 

   会議規則第２１条の規定により下記に署名する。 

 

   近江八幡市農業委員会会長 

 

 

 

      会議録署名委員               委員 

 

 

 

会議録署名委員               委員 

 


